
別添２ 

 
専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与 

に関する実施要項【令和８年４月１日以前入学者対象】 
  
１  趣旨  

「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関

する規程（平成６年６月２１日文部省告示第８４号）」に基づく高度専門士の称号の

付与に関しては、本実施要項の定めるところによるものとします。  
  
２  目的  

専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専門課

程の修了者に対し高度専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評価

の向上を図り、もって生涯学習の振興に資することを目的としています。  
  
３  課程の要件  

修了者が高度専門士と称することができる専修学校の専門課程の要件は次のとお

りとします。  
 （１）修業年限が４年以上であること。  
 （２）課程の修了に必要な総授業時数が 3,400 単位時間（124 単位）以上であること。 

（３）体系的に教育課程が編成されていること。  
 （４）試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行ってい

ること。  
  
４  手続  
 （１）都道府県知事等は、認定課程について、初めて課程の修了者が出る年度（以下

「完成年度」という。）までの間、当該課程の状況について別紙様式 10【状況報

告】により、毎年度、６月３０日までに文部科学大臣宛届出願います（但し、認

定された年度が完成年度以後である場合には、届出は不要です。）。  
 （２）都道府県知事等は、認定された課程について、名称に変更があったとき又は廃

止されたときは、別紙様式７【名称変更】又は別紙様式８【廃止】により文部科

学大臣宛届出願います。  
 （３）都道府県知事等は、認定課程について、上記３の要件に適合しなくなったとき

は、別紙様式９【不適合】により文部科学大臣宛届出願います。  
 （４）文部科学大臣は、認定課程について、名称に変更があったとき、廃止されたと

き又は上記３の要件に適合しなくなったときは、その旨を公示します。  
  
５  適用時期等  
 （１）上記３の要件を満たす課程として認められた日以後に当該課程を修了した者に

ついて、高度専門士と称することができることとします。  
 （２）卒業証書等の表記においては、高度専門士には（ ）書きで修了した分野の専門

課程名を付記することとします。  



     例  高度専門士（工業専門課程）  
  
６  留意事項  
 （１）別紙様式７から 10 において記載すべき事項は、「大学院入学資格等に係る専修

学校専門課程の指定に関する実施要項」（平成１８年８月１日付け文科高第２

７４号別紙２）の別紙様式６から 10 において記載すべき事項と概ね同一となっ

ています。従って、別紙様式６から 10 により推薦又は届出を行うに当たっては、

「大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定に関する実施要項」中の別

紙様式６から 10 の記載内容と異ならないように留意して下さい。  
 （２）修了者が専門士と称することができる専修学校の専門課程として認定されてい

るものについて、別紙様式６により高度専門士の推薦を行う際には、「専修学

校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する実施要項」中の「修

了者が専門士と称することができる専修学校の専門課程の要件の不適合につい

て（別紙様式４）」の届出が必要です。  
 （３）認定課程について、名称に変更があったとき、廃止されたとき又は上記３の要

件に適合しなくなったときは、遅滞なく所要の手続をいただくようお願いいた

します。  
  
７  附則  
 （１）この実施要項は、平成１８年８月１日から施行します。  
 （２）平成１８年度における文部科学大臣宛の推薦の期限については、４－(3)にか 

   かわらず、平成１８年９月１５日とし、文部科学大臣の告示については、平成 

   １８年１１月に行うものとします。 
 
  附則 
 （１）この実施要項は、平成２７年７月７日から施行します。 
 

附則 
（１）この実施要項は、平成２８年７月１４日から施行します。 
 
附則 

（１）この実施要項は、平成３０年４月２７日から施行します。 
 
    附則 
（１） この実施要項は、令和２年２月２８日から施行します。 

 
附則 

（１） この実施要項は、令和８年４月３０日から施行します。 
 


